
公の施設の指定管理者制度について

■指定管理者の候補者の審査結果について

◎指定管理者の候補者とは?

上板町指定管理者選定委員会において審査した結果、指定管理者制度を導

入する公の施設の指定管理者候補者に選定された団体及び法人を指します。

今後、議会の議決をもって指定管理者となりますので、現時点では、指定管

理者の候補者として位置づけされます。

◎上板町公の施設の指定管理者の候補者

○上板町 技の館 ・・・一般社団法人ジャパンブルー上板

理事長 瀬部昌秀

（板野郡上板町泉谷字原東３２－４）

◎候補者の選定方法

令和７年１０月１４日（火）に上板町指定管理者選定委員会を開催し、募

集要項等で示していました審査基準に基づき、申請書類・プレゼンテーショ

ンにより事業計画の内容や施設の管理能力等を総合的に審査し、指定管理者

の候補者としました。

○上板町指定管理者選定委員会の構成

副町長（委員長）、教育長、理事、総務課長、産業課長、教育委員会事務局

長、学識経験者等６名の計１２名

□上板町技の館に関する選定結果

申請法人は、１法人でした。（一般社団法人ジャパンブルー上板）

上板町指定管理者選定委員会において、上板町技の館指定管理者審査基準

に基づき審査を行い、選定委員会で指定管理者候補としてふさわしいと思わ

れる基準団体としての得点率６０％を超えたため。


